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まめ知識

質
問　
市
内
各
所
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
現
場
に
お
け
る
空
調
設
備
の
不

良
や
不
具
合
箇
所
へ
の
対
応
は
。

ま
た
、
暑
さ
対
策
と
し
て
、
市
庁

舎
内
に
お
け
る
職
員
の
ポ
ロ
シ
ャ

ツ
着
用
に
つ
い
て
本
市
の
考
え
は
。

答
弁　
空
調
機
器
の
不
調
が
あ
れ

ば
適
宜
修
繕
等
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
予
算
措
置
等
の
対
応
を
し

て
い
る
。
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
の
着
用
は

現
在
庁
舎
内
の
窓
口
業
務
や
事
務

作
業
時
で
は
認
め
て
い
な
い
が
、

他
自
治
体
の
事
例
を
参
考
に
し
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問　
給
食
室
の
調
理
機
器
や
ボ

イ
ラ
ー
等
の
点
検
や
更
新
の
頻
度

は
。
ま
た
、
暑
さ
対
策
と
し
て
、

調
理
員
の
フ
ァ
ン
付
ベ
ス
ト
等
の

着
用
に
つ
い
て
本
市
の
見
解
は
。

答
弁　
調
理
機
器
等
の
定
期
点
検

に
つ
い
て
は
年
に
１
回
実
施
し
、

更
新
は
経
年
数
に
よ
り
計
画
的
に

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
給
食
室
で

の
空
調
服
着
用
は
不
向
き
の
た
め
、

空
調
設
備
の
設
置
等
に
よ
り
、
職

場
環
境
の
向
上
に
努
め
て
い
く
。

質
問　
令
和
６
年
度
の
群
馬
県
お

よ
び
本
市
の
犬
の
登
録
数
は
。

答
弁　
県
全
体
で
は
10
万
４
７
９

８
頭
、
本
市
で
は
１
万
９
６
５
８

頭
で
あ
る
。
世
帯
数
を
単
純
に
登

録
数
で
除
す
と
、
本
市
で
は
約
９

世
帯
に
１
頭
の
割
合
で
犬
が
飼
わ

れ
て
い
る
。

質
問　
市
民
か
ら
ド
ッ
グ
ラ
ン
の

増
設
要
望
の
声
を
聞
く
が
、
城
南

大
橋
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
利
用
状
況
は
。

ま
た
、
利
用
の
ル
ー
ル
を
ど
う
周

知
し
て
い
る
か
。

答
弁　
令
和
６
年
度
の
利
用
数
は

３
万
８
８
２
２
頭
で
、
過
去
５
年

間
毎
年
千
頭
以
上
増
加
し
て
い
る
。

ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
利
用
規
約

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
利
用
登
録
や
更
新
時
に
配

布
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ド
ッ
グ
ラ

ン
入
口
に
注
意
事
項
の
看
板
を
設

置
す
る
な
ど
、
マ
ナ
ー
向
上
の
周

知
に
努
め
て
い
る
。
今
後
も
さ
ま

ざ
ま
な
機
会
に
周
知
を
図
り
、
ド

ッ
グ
ラ
ン
を
利
用
す
る
犬
が
快
適

に
過
ご
せ
る
環
境
を
提
供
し
た
い
。

質
問　
公
契
約
に
お
い
て
委
託
期

間
が
複
数
年
の
長
期
に
及
ぶ
場
合
、

最
低
賃
金
の
上
昇
を
加
味
し
た
契

約
変
更
に
対
応
す
る
の
か
。

答
弁　
建
設
工
事
の
契
約
は
、
イ

ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
に
基
づ
き

対
応
し
て
い
る
。
業
務
委
託
契
約

は
、
経
済
情
勢
の
著
し
い
変
動
等

で
契
約
金
額
が
著
し
く
不
適
当
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
協
議
の
上
、

契
約
変
更
が
で
き
る
。
申
し
出
が

あ
れ
ば
対
応
し
た
い
。

質
問　
指
定
管
理
者
制
度
は
、
長

期
契
約
が
多
く
最
低
賃
金
改
定
の

影
響
が
大
き
い
。
１
年
ご
と
の
賃

金
増
減
を
制
度
に
よ
り
対
応
す
る

賃
金
ス
ラ
イ
ド
制
度
の
導
入
は
。

答
弁　
施
設
や
経
済
状
況
の
前
提

条
件
等
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、

協
議
の
上
、
基
本
協
定
を
変
更
で

き
る
。
ま
た
、
人
件
費
を
含
め
た

コ
ス
ト
の
上
昇
に
対
応
す
る
た
め
、

指
定
管
理
料
は
年
度
ご
と
に
定
め

て
お
り
、
人
件
費
の
高
騰
に
よ
る

経
営
リ
ス
ク
の
軽
減
と
運
営
の
安

定
性
は
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

質
問　
小
学
校
の
早
朝
開
門
が
始

ま
る
と
、
各
学
校
は
子
ど
も
の
安

全
管
理
の
責
任
を
問
わ
れ
、
結
果

と
し
て
校
長
等
の
教
職
員
が
対
応

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
と

考
え
る
が
、
本
市
の
見
解
は
。

答
弁　
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
場
合
、

学
校
に
い
る
校
務
員
や
管
理
職
が

対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る

が
、
早
朝
開
門
に
よ
り
、
教
員
の

勤
務
時
間
等
が
早
ま
る
こ
と
は
な

く
、
教
員
の
対
応
は
現
在
の
始
業

前
の
対
応
と
同
様
と
考
え
て
い
る
。

質
問　
各
学
校
や
子
ど
も
た
ち
の

状
況
を
き
ち
ん
と
把
握
し
、
教
職

員
の
負
担
を
増
や
さ
ず
、
か
つ
、

子
ど
も
た
ち
が
豊
か
で
安
全
な
時

間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組

み
づ
く
り
を
丁
寧
に
検
討
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
本
市
の
見
解
は
。

答
弁　
教
員
の
働
き
方
に
配
慮
し
、

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
施
策
と

考
え
て
い
る
。
対
象
の
子
ど
も
の

把
握
や
登
校
後
の
過
ご
し
方
は
、

必
要
が
あ
れ
ば
各
学
校
が
実
情
に

応
じ
て
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
。

質
問　
令
和
８
年
度
か
ら
小
学
校

は
朝
７
時
に
開
門
す
る
方
針
と
の

こ
と
だ
が
、
児
童
の
安
全
確
保
の

た
め
、
見
守
り
人
材
の
確
保
や
、

事
前
登
録
制
に
す
る
考
え
は
。

答
弁　
校
舎
内
で
の
朝
の
過
ご
し

方
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
あ
り
、

支
援
員
の
配
置
が
必
要
な
事
業
と

は
異
な
る
。
対
象
と
な
る
子
ど
も

の
把
握
や
登
校
方
法
、
登
校
後
の

過
ご
し
方
は
、
各
学
校
が
実
情
に

応
じ
て
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
。

質
問　
高
崎
ス
マ
ー
ト
I
C
産
業

団
地
に
お
け
る
パ
ー
ク
型
商
業
施

設
整
備
は
、
再
開
発
事
業
等
と
違

い
市
に
補
助
義
務
は
な
い
が
、
支

援
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答
弁　
当
該
施
設
は
、
本
市
の
方

針
に
よ
り
市
内
産
農
産
物
等
の
ブ

ラ
ン
ド
力
向
上
や
子
育
て
世
代
の

新
た
な
交
流
の
場
の
創
出
の
た
め

に
整
備
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
防

災
機
能
の
強
化
と
い
う
公
共
性
を

持
ち
合
わ
せ
た
施
設
と
な
る
こ
と

か
ら
、
初
期
投
資
、
運
営
管
理
へ

の
支
援
を
行
う
方
針
で
あ
る
。

質
問　
一
時
保
護
さ
れ
た
子
ど
も

の
家
庭
養
育
を
国
は
重
視
し
て
い

る
が
、
市
内
の
里
親
登
録
数
と
委

託
実
績
の
あ
る
里
親
数
は
。
ま
た
、

本
市
の
取
り
組
み
と
課
題
は
。

答
弁　
本
年
９
月
１
日
現
在
、
市

内
の
里
親
登
録
数
は
44
世
帯
で
、

委
託
実
績
の
あ
る
里
親
は
26
世
帯

で
あ
る
。
本
市
で
は
、
県
と
連
携

し
啓
発
活
動
に
取
り
組
み
、
本
年

７
月
か
ら
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
里

親
を
開
始
し
た
。
課
題
と
し
て
は

里
親
自
身
の
高
齢
化
等
の
ほ
か
、

里
親
の
認
定
に
向
け
た
研
修
や
認

定
後
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
研
修
な
ど

に
よ
り
養
育
力
の
向
上
を
図
る
こ

と
も
重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

質
問　
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
が
、

本
市
が
設
置
す
る
考
え
は
。

答
弁　
直
ち
に
設
置
す
る
こ
と
は

難
し
い
が
、
制
度
的
な
枠
組
み
や

財
源
の
確
保
、
運
営
体
制
の
整
備

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
今

後
、
先
行
自
治
体
の
取
り
組
み
等

を
確
認
し
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問　
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度

の
周
知
と
相
談
体
制
の
強
化
に
よ

り
、
さ
ら
に
先
進
的
な
空
き
家
対

策
が
で
き
る
の
で
は
。
ま
た
、
い

わ
ゆ
る
ご
み
屋
敷
へ
の
対
応
は
。

答
弁　
制
度
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
と
と
も
に
、
空
き
家
の

活
用
や
処
分
の
相
談
時
に
も
紹
介

を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
ご
み
屋

敷
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
多
様
な

支
援
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
と
連

携
、
協
力
し
解
決
に
努
め
て
い
る
。

質
問　
夏
休
み
居
場
所
づ
く
り
事

業
の
減
免
措
置
は
。
困
窮
世
帯
は
、

さ
ら
に
減
免
が
必
要
で
は
。
ま
た
、

家
庭
状
況
を
問
わ
ず
、
全
て
の
子

ど
も
に
充
実
し
た
夏
休
み
を
提
供

す
る
仕
組
み
づ
く
り
の
考
え
は
。

答
弁　
第
３
子
以
降
は
無
料
、
き

ょ
う
だ
い
同
時
利
用
の
第
２
子
は

半
額
、
ひ
と
り
親
家
庭
は
千
円
引

き
と
し
た
。
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

と
均
衡
を
損
な
わ
な
い
よ
う
研
究

し
た
い
。
ま
た
、
市
内
各
施
設
で

は
多
数
の
行
事
に
よ
り
充
実
し
た

夏
休
み
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
る
。

質
問　
い
わ
ゆ
る
育
児
・
介
護
休

業
法
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
た

本
市
の
取
り
組
み
状
況
お
よ
び
男

性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
状
況
は
。

答
弁　
本
市
は
、
職
員
の
仕
事
と

育
児
、
介
護
の
両
立
支
援
に
つ
い

て
、
子
の
看
護
休
暇
の
取
得
事
由

の
拡
大
等
の
措
置
を
既
に
講
じ
て

お
り
、
今
定
例
会
で
は
法
改
正
に

よ
る
条
例
の
一
部
改
正
議
案
を
上

程
し
た
。
ま
た
、
男
性
職
員
の
育

児
休
業
取
得
率
は
、
令
和
６
年
度

に
目
標
の
１
０
０
％
を
達
成
し
た
。

質
問　
い
わ
ゆ
る
小
１
の
壁
を
解

消
す
る
た
め
の
朝
７
時
に
開
門
す

る
事
業
の
概
要
は
。
ま
た
、
児
童

の
登
校
後
の
ト
ラ
ブ
ル
や
想
定
さ

れ
る
課
題
に
対
し
て
の
考
え
は
。

答
弁　
本
市
で
は
令
和
８
年
度
か

ら
市
内
全
小
学
校
に
お
い
て
、
親

の
仕
事
の
都
合
等
で
早
く
登
校
せ

ざ
る
を
得
な
い
子
ど
も
の
た
め
に
、

朝
７
時
に
校
務
員
が
開
門
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
た
際
は
校
務
員
や
管
理
職
が

対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

●少額工事登録制度
　　    （P5参照）

入札参加資格申請の電子申請および電子入札の導入に伴い、対応ができない業者や建設業法等の規制で
競争入札への参加が難しい市内に本店を有する中小零細事業者等の受注機会の拡大を図る制度。

●里親支援センター
児童福祉法の改正により創設された児童福祉施設。設置および運営主体は、地方公共団体または社会福
祉法人等で都道府県知事（指定都市および児童相談所設置市にあっては、その長）が適当と認めたもの。
里親および里親家庭で養育される子どもを対象に相談や援助を行う。

荒あ
ら
き木 

征せ
い
じ二

（
た
か
さ
き
未
来
）

業
務
に
お
け
る
安
全
衛
生
確
保

伊い
と
う藤 

敦あ
つ
ひ
ろ博

（
日
本
共
産
党
）

小
学
校
の
早
朝
開
門

逆さ
か
せ
が
わ

瀬
川 

義よ
し
ひ
さ久

（
公
明
党
）

社
会
的
養
護
へ
の
取
り
組
み

小お

の野 

聡さ
と
こ子

（
公
明
党
）

空
き
家
等
の
総
合
的
な
対
策

長
期
休
み
中
の
子
ど
も
の
居
場
所
と
支
援
の
充
実

堀ほ
り
ぐ
ち口 

　
順す

な
お

（
市
民
ク
ラ
ブ
）

働

き

方

改

革

学

校

問

題

諸

課

題

角か
ど
く
ら倉 

邦く
に
よ
し良

（
超
党
派
の
会
）

高
崎
市
の
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
活
用
状
況

横よ
こ
た田 

卓た
く
や也

（
市
民
ク
ラ
ブ
）

最
低
賃
金
改
定
に
伴
う
本
市
の
対
応

三み
し
ま島 

久く

み

こ
美
子

（
た
か
さ
き
未
来
）

小
学
校
早
朝
開
門

高
崎
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
産
業
団
地
Ａ
・
Ｂ
地
区
の
開
発

（P7参照）

まめ知識
●相続土地国庫
　帰属制度  （P6参照）

令和５年度に国が創設した制度で、相続または遺贈により取得した土地について、一定の要件を満
たす場合は国庫に帰属させることができる制度。


